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　　　　　　　　生活保護と最低賃金の比較の計算（宮崎県）
　　　　　（生活保護及び最低賃金は令和２年度のデータを使用）

Ⅰ　前提
　〇　若年単身→ 生活保護基準では18～19歳・単身世帯
　〇　宮崎県
　　・冬季加算地区　→ Ⅵ区
　　・県内級地別人口　→ 1級地－1 0 1級地－2 0

2級地－1 401,591 2級地－2 0
3級地－1 279,186 3級地－2 389,436

宮崎市人口 401,591 ※令和２年国勢調査（人口等基本集計）
都城市人口 160,736
延岡市人口 118,450
その他人口 389,436
宮崎県人口 1,070,213

　〇　生活扶助基準額（令和２年10月改定反映）
　　・第１類費、第２類費

合算額（単位：円）

年齢区分　　世帯
人員 2級地‐1 3級地‐1 3級地‐2

18～19歳　　１人 71,460 68,430 66,940
　　・冬季加算（単位：円）

加算区分・世帯人員 加算額 加算される期間
Ⅵ区・1人 2,630 11月から３月まで

　　・期末一時扶助費〔12月のみ〕（単位：円）
世帯人員 2級地‐1 3級地‐1 3級地‐2
1人 12,880 11,610 10,970

Ⅱ　生活保護
　（１）生活扶助基準（令和２年度）
　
　　　①　第１類費＋第２類費（冬季加算を除く）

第1類費及び第2類費の合計の人口加重平均を求めると
69,024.8 （1円未満四捨五入せず）

　　　②　第２類費のうち冬季加算（1ヶ月平均）
1,095.83

      ③　期末一時扶助費（1ヵ月平均）
級地別の期末一時扶助費（1ヵ月平均）
2級地‐1 1,073.33 （1円未満四捨五入せず）
3級地‐1 967.50 （1円未満四捨五入せず）
3級地‐2 914.17 （1円未満四捨五入せず）
人口加重平均を求めると

987.81 （1円未満四捨五入せず）

    生活扶助基準（1類費＋2類費（冬季加算込み）＋期末一時扶助費）
　　　＝ 71,108.44 （1円未満四捨五入せず）

　（２）住宅扶助実績値（2019年度） ※第3－10表使用
単身被保護世帯数→ 宮崎市 5,675 世帯

宮崎市以外 6,204 世帯
合計 11,879

住宅扶助実績値→ 宮崎市 23,813.8
宮崎市以外 15,780.3

19,618.17 （1円未満四捨五入せず）

　（３）生活扶助基準＋住宅扶助実績値
90,726.61 （1）+（2）

90,727 （1円未満四捨五入）



Ⅲ　最低賃金との比較

時給793円（令和２年度宮崎県最低賃金額）で月173.8時間（週40時間）働いた
場合の1ヶ月の収入（手取額）は、

112,601.7 （793円×173.8時間×0.817）
112,602 （1円未満四捨五入） ※0.817は令和２年度の可処分所得割合

したがって、生活保護と最低賃金の差額は、
生活保護－最低賃金（手取額）＝90,727－112,602＝△21,875円
であり、この差額を173.8時間で割って1時間あたり7し、0.817で割って
手取額から額面に換算すると、
△21,875円÷173.8÷0.817＝△154.055円≒△154円/時間（1円未満四捨五入）
となるため、最低賃金が生活保護の水準を上回っている。



（地域別最低賃金）

最低賃金に関する基礎調査結果

宮　崎　労　働　局

令和4年度
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１　趣旨

２　調査産業

３　調査事業所

804 事業所

４　調査労働者
　　３の事業所に雇用される労働者（全産業）

6,958 人

５　調査対象事項及び調査対象期日

６　調査実施期間
　　令和4年5月16日から7月22日まで

最低賃金に関する基礎調査の概要

　令和4年6月1日から6月30日までの１ヶ月間（賃金締め切り日の定めがある場
合には、6月の最終給与締め切り日以前１ヶ月間）に支払われるべき賃金。

７　調査票の審査及び集計作業は、宮崎労働局にて行った。

　宮崎県の最低賃金の決定に係る調査審議の基礎資料を得るため、宮崎県内の民間
企業労働者の賃金実態を調査し、その結果を取りまとめたものである。

　日本標準産業分類に定める産業のうち「製造業」、「情報通信業のうち新聞業、
出版業」、「卸売業，小売業」、「飲食サービス業」、「宿泊業」、「医療，福
祉」及び『サービス業』。
　なお、サービス業の内訳は、洗濯業、理美容業、自動車整備業、建物サービス
業、その他のサービス業である。

　２に掲げる産業に属し、製造業、情報通信業のうち新聞業、出版業は１００人未
満、卸売業，小売業（各種商品小売業は１００人未満）、飲食サービス業、宿泊
業、医療，福祉及びサービス業は３０人未満の常用労働者数を雇用する民間事業所
のうちから一定の方法によって抽出された事業所。



分布特性値

イ　分位数を図示すれば、次のとおりである。

（イ）第１十分位数・・・１０等分し、低い方から最初の節の者の賃金。

第１十分位数 ちょうど10％にあたる人の時給額

低 高

（ロ）第１四分位数・・・４等分し、低い方から最初の節の者の賃金。

第１四分位数

低 高

（ハ）中位数・・・・・・・２等分し、真ん中の節の者の賃金。

時給額のちょうど真ん中に位置する者の額

低 高

（ニ）第３四分位数・・・４等分し、高い方から最初の節の者の賃金。

第３四分位数

低 高

（ホ）第９十分位数・・・１０等分し、高い方から最初の節の者の賃金。

第９十分位数

低 高

ロ

（偏差係数）

２×中位数

　労働者を賃金の低い者から高い者へと、一列に並べてとった分位数及び分散係数の
ことである。

▼

▼

▼
中位数

▼

▼

　分散係数とは、下記の式により計算された数値をいい、その値の小さいほど分布
の広がり程度が小さいことを示す。

第３四分位数　－　第１四分位数
２×中位数

（イ）四分位分散係数 ＝

（ロ）十分位分散係数 ＝
第９十分位数　－　第１十分位数



未満率・影響率

　なお、これを累積度数分布図でみると、次のとおりである。

　未満率とは、現在設定されている最低賃金額を下回っている労働者の割合のことで
あり、影響率とは、最低賃金額を改定した場合、その改定後の最低賃金額を下回る労
働者の割合のことである。

未満率

影響率

分布

金額現
行
最
低
賃
金
額

改
定
後
最
低
賃
金
額

未満率

影響率

金額

100%

現
行
最
低
賃
金
額

改
定
後
最
低
賃
金
額



特賃４業種の適用除外のみ含む

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

第１二十分位数 700 714 737 762 790 794 821

第 １ 十 分 位 数 710 720 750 770 790 800 830

第 １ 四 分 位 数 790 781 800 810 850 857 890

中 位 数 962 962 979 950 1002 1033 1060

　（円）

（単位：円）

賃金特性値の推移（地賃　適用労働者計）
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第１二十分位数 第１十分位数

第１四分位数 中 位 数



平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

第１二十分位数 700 714 737 762 790 795 821

第 １ 十 分 位 数 710 720 750 770 790 800 830

第 １ 四 分 位 数 788 781 804 810 850 860 891

中 位 数 960 962 985 952 1006 1036 1062
（単位：円）

賃金特性値の推移（参考　調査全産業　計）

500

600

700

800

900

1000

1100

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

第１二十分位数 第１十分位数

第１四分位数 中 位 数

（円）



就業形態別賃金特性値の比較（地賃適用労働者 計）
特賃4業種の適用除外を含む （単位：円）

全て（一般＋パート）

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人

821 821 821 821
830 825 833 829
890 885 895 870

1,060 1,044 1,064 1,073

一般

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人

825 821 850 829
856 833 892 831
990 946 1,043 962

1,193 1,164 1,217 1,130

パート

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人

821 821 821 821
821 821 821 821
830 830 850 821
890 900 890 821

合計
規模別

第 １ 十 分 位 数

第 １ 四 分 位 数

中 位 数

第 １ 二 十 分 位 数

合計
規模別

第 １ 二 十 分 位 数

第 １ 十 分 位 数

第 １ 四 分 位 数

中 位 数

合計
規模別

第 １ 二 十 分 位 数

第 １ 十 分 位 数

第 １ 四 分 位 数

中 位 数
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就業形態別賃金特性値の比較（参考　調査全産業　計）
（単位：円）

全て（一般＋パート）

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人

821 821 821 821
830 825 835 829
891 887 898 870

1,062 1,046 1,068 1,069

一般

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人

825 821 850 829
860 840 894 831
994 950 1,044 962

1,194 1,165 1,223 1,130

パート

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人

821 821 821 821
821 821 821 821
830 830 849 821
890 900 890 828

第 １ 二 十 分 位 数

合計

規模別

第 １ 十 分 位 数

第 １ 四 分 位 数

中 位 数

規模別

合計

第 １ 二 十 分 位 数

合計
規模別

第 １ 十 分 位 数

第 １ 四 分 位 数

中 位 数

第 １ 十 分 位 数

第 １ 四 分 位 数

中 位 数

第 １ 二 十 分 位 数
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業種別賃金実態一覧表（地域別最低賃金　適用労働者）
特定最賃　適用除外を含む

地賃適用産業　計 地賃適用産業　計 地賃適用産業　計 製造業　計 卸売業、小売業 飲食店、宿泊業 医療，福祉 サービス業

全て 一般 パート 全て 全て 全て 全て 全て

177,650 221,268 80,013 207,546 189,099 108,548 181,360 177,850

1,221 1,325 990 1,245 1,272 1,015 1,237 1,254

140 166 83 165 143 101 146 136

821 825 821 821 821 821 842 821

830 856 821 829 821 825 877 830

890 990 830 912 850 850 974 900

1,060 1,193 890 1,121 1,071 909 1,110 1,058

0.2218 0.2129 0.0956 0.2091 0.2794 0.0852 0.1696 0.2349

144,870 100,136 44,734 24,625 46,365 20,280 30,283 23,130

1.41% 1.55% 1.10% 0.49% 1.67% 2.47% 0.89% 1.63%

＊　令和4年度　最低賃金に関する基礎調査結果による。
＊　「全て」とは、一般労働者とパート労働者の合計である。
＊　「地賃適用産業」とは、特賃4業種を除き、特賃適用除外を含む。
＊　「サービス業」とは、洗濯業、理美容業、自動車整備業、建物サービス業、その他のサービス業の合計である。
＊　未満率は、小数点以下第３位を四捨五入。

未 満 率 （ ％ ）

月 平 均 賃 金 額 （ 円 ）

時 間 当 平 均 賃 金 額 （ 円 ）

月一人当たり労働時間数（時間）

第 １ 二 十 分 位 数 （ 円 ）

第 １ 十 分 位 数 （ 円 ）

第 １ 四 分 位 数 （ 円 ）

中 位 数 （ 円 ）

四 分 位 偏 差 係 数

適 用 労 働 者 数 （ 人 ）


